別紙
大阪市障がい者スポーツにかかる市長表彰実施での解釈
1　第1項に規定する「大阪市にゆかりの深い者」とは、次のいずれかに該当する者とする。
　　（1）大阪市在住者
　　（2）大阪市内に勤務または在学している者
　　（3）大阪市内を主たる活動の基盤としている者
　　（4）市長が特別の事由があると認める者
